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公明党の藤浪清司です。 

私は公明党を代表して、全議案に賛成の立場で討論をさせて頂きますが、

主に、スポーツ施設の指定管理者選定に係
かか

る、「議案第 100号 指定管理

者の指定について」、討論させて頂きます。 

 

議案第 100 号「指定管理者の指定について」、賛成理由として、まず、

第一に、客観的に判断して、指定管理者の指定を 覆
くつがえ

す理由がないこと

です。 

 

「鈴鹿市 公
おおやけ

の施設の指定管理者選定委員会」は、公平公正な立場で、

有識者が意見を述べる場であり、選定委員会の議事録でも、客観的に議論

が交わされ、意思決定の経過に問題はありません。 

 市の条例に定められた諮問機関である、選定委員会の意見を、尊重すべ

きであります。 

もし、選定委員会の決定を 覆
くつがえ

すならば、相当の理由が無ければなり

ませんが、文教環境委員会での審査を傍聴しましたが、選定委員会の決定

を否定する客観的かつ明確な理由は見当たりませんでした。 

 

非公募から公募にする意見は、唐突に出たものではなく、前回選定時に、

付帯意見でも指摘されているものです。 



 

選定委員会での意見として、「指定管理者制度の本来の趣旨や市民にと

っての利益を考えると，非公募にしないといけない理由が見出せない。公

募にしない理由がない。」などの指摘があり、指定管理者制度の本来の趣

旨や市民にとっての利益を勘案
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のいずれにも該当しないことから，非公募は

適切ではない。」と判断された経緯があります。 

 

以上の理由で、公募とすると判断した、選定委員会の意見は尊重すべき

であると考えます。 

 

候補者の選定に当たっては、「審査は提出書類に基づき，評価項目ごと

に採点する。」、また、「各委員の合計点数が一番高い者を候補者として決

定する。」として、合計点数が一番高い者で、かつ総配点の５０％の最低

基準点も満たしたものが選ばれました。 

 このことについても、選定結果と過程に、瑕疵
か し

はありません。 

 

文教環境委員会では、評点の差が僅差であったことを理由に反対する意

見もありましたが、合計点数が一番高い者を候補者として決定すると定め

ており、僅差であっても、点数の上位が選ばれることは当然であります。 

この選定委員会の決定を否定するのであれば、具体的かつ明確な理由が

無ければなりません。 



選定された候補者に対しても、これを否定し、決定を 覆
くつがえ

すような重

大な瑕疵
か し

は、現状見当たりません。 

 

文教環境委員会の審査の過程で、現在雇用されている方で希望される方

については、雇用の維持を図ること、極力、市内での雇用を図ることを求

める意見がありましたが、指定管理候補者の事業計画にも、「地元雇用・

地元密着の運営」を心掛けるとして、「現行職員の継続雇用を前提とする

とともに、新規に雇用する場合には鈴鹿市内在住の方の採用を最優先とす

る」とあり、これについても、問題は無いものと考えます。 

 

選定委員会の意見を軽視して、議会の判断だけで決定するならば、指定

管理者選定の根幹に関わる問題となり、当該施設のみならず、他の指定管

理者制度の対象施設についても、見直しが必要となりますし、大いなる混

乱を招きます。 

議会として、責任ある判断、対応が求められます。 

以上のことから、本議案について、賛成すべきとの結論に至りました。 

 

次に、本議案について、執行部に改善を求める意見を申し述べます。 

文教環境委員会での意見では、賛否に関わらず、市の議会からの提言に

対する対処の仕方や、選定委員会への説明の仕方、施設運営や市民サービ

スに対する方針、議会に対する説明や、選定に至るまでのスケジュールな

ど、主に市の対応に対し、不備を指摘する意見が多くありました。 



このことを踏まえ、執行部においては、今回の対応について、反省を求

めるとともに、改めて丁寧な説明、対応を心がけることを求めます。 

特に関係する団体、市民に対しては、丁寧に説明して、理解・協力を得

ることが不可欠であることを深く心に刻み、職務に当たって頂きたい。 

 選定委員の意見として「公募に際しては，指定管理者としてやってもら

うべきことと、競技団体としてやってもらうことを仕分けして、指定管理

者として求めることと、指定管理者として競技団体と協力調整すべきこと

を整理した上で募集をかける必要がある。」とありました。 

 

さらに、「全国高等学校総合体育大会や三重とこわか国体が開催される

ことによる施設の利用に関する競技団体との調整・連携や、大規模改修に

よる市立体育館の長期休館に伴う影響についての懸念は、募集要項に明記

することにより払拭することが可能と考えられる」との意見もあり、募集

要項にも明記されましたが、協定の締結に当たっては、改めて「全国高等

学校総合体育大会や三重とこわか国体」の成功につながるよう、きめ細や

かな対応を求めます。 

市としても、競技団体などや地域との協力をスムーズに行うため、調整

に尽力して頂きたい。 

公募とする意義として「市民サービスの質の向上」が、掲
かか

げられていま

すが、何よりも市民第一で、市民にとって使い勝手の良い、サービスの質

の向上が実現できるよう、今後も努力して頂くことを求め、議案第 100

号「指定管理者の指定について」、賛成をいたします。 



その他の議案についても、若干意見を申し述べます。 

 

「議案第 81 号 鈴鹿市国民健康保険条例の全部改正について」は、資

産割の廃止と共に、保険税を保険料に改め、徴収賦課業務を保険年金課で

一元管理し、収納率の向上を目指すものでありますが、徴収と相談業務を

早期に、きめ細やかに行うため、専門的知見を有した人員を配置するなど、

必要な体制の整備を行うことを求め、賛成いたします。 

 「議案第 87号 鈴鹿市水道事業給水条例の一部改正について」と、「議

案第 88 号 鈴鹿市公共下水道条例の一部改正について」は、それぞれ、

水道料金と下水道料金の改定を行う条例改正でありますが、節水機器の普

及などによる給水量の減少に加え、水道管などの耐震化・老朽化対策など

今後必要な経費を 賄
まかな

うためでもあり、所得の低い世帯に配慮した改定案

であり、やむを得ないものとして、賛成をいたしますが、上下水道局につ

いて、産業建設委員会でも、経費削減に努めるようにとの意見がありまし

たが、業務の効率化、収入の確保に努め、市民負担が、これ以上重くなら

ないよう、経営改善に努めることを求めます。 

「議案第 108 号 鈴鹿市職員給与条例及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部改正について」は、国の人事院勧告に準じて給与の

改定を行うものであり、民間の給与改定を 促
うなが

すことも期待して賛成をい

たしますが、鈴鹿市の職員給与は、他市と比べて高い水準にあり、地域手

当によって国の水準をも凌駕
りょうが

する傾向にあります。 

 



特に、管理職には、給与水準に見合った職務の遂行を心がけ、先進地の

事例を参考に、積極的に調査、研究に励み、努力を重ねて、市民第一に、

更なる市民サービス、福祉の向上に、邁進
まいしん

して頂きたい。 

 

以上種々意見を申し述べましたが、その他の議案についても、特に異論

はなく、全ての議案に対して賛成を表明し、公明党を代表しての討論を終

わります。 

ご賛同頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 


